
一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
医
療
従
事
者
等
を
慰
労
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

一

趣
旨

（
第
一
条
関
係
）

こ
の
法
律
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
医
療
従
事
者
等
が
、
継
続
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
医
療
及
び
介

護
、
保
育
そ
の
他
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
に
係
る
業
務
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
及
び
そ
の

ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
つ
つ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
か
か
っ
た
場
合
に
そ
の
症
状
が
重
度
と
な
る
お

そ
れ
が
高
い
患
者
、
高
齢
者
等
と
接
触
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
身
体
的
及
び
心
理
的
負
担
を
受
け
る
中
、
強
い
使
命
感
を
持

っ
て
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
医
療
従
事
者
等
を
慰
労
す
る
た
め

の
給
付
金
（
以
下
「
慰
労
金
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

定
義

（
第
二
条
関
係
）

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
①
か
ら
⑩
ま
で
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
①
か
ら
⑩
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

①

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
こ
と
。



 

  
 

二 

 
 

② 

対
象
期
間 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
し
た
日
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
日
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
都

道
府
県
ご
と
に
定
め
る
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
こ
と
。 

 
 

③ 
濃
厚
接
触
者 

都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
患
者
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
無
症
状
病
原
体
保
有
者
を
含
む
。
）
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
定

の
接
触
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
者
を
い
う
こ
と
。 

 
 

④ 

特
定
医
療
機
関
等 
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
十
二
項
に
規
定

す
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
そ
の
他
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
疑

似
症
患
者
及
び
無
症
状
病
原
体
保
有
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
医
療
を
担
当
す
る
施
設
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
係
る
検
体
の
採
取
等
を
行
う
施
設
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
を
い
う
こ
と
。 

 
 

⑤ 

一
般
医
療
機
関
等 

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
（
特
定
医
療
機
関
等
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
医
療
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
を
い
う
こ
と
。 

 
 

⑥ 

医
療
機
関
等 

特
定
医
療
機
関
等
及
び
一
般
医
療
機
関
等
を
い
う
こ
と
。 

 
 

⑦ 

保
険
薬
局 

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
を
い
う
こ
と
。 



  
 

三 

 
 

⑧ 

介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等 

次
に
掲
げ
る
事
業
所
又
は
施
設
を
い
う
こ
と
。 

 
 

 
イ 

介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
、

同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
そ

の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
事
業
所 

 
 

 

ロ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
に
係
る
同

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
事
業
所 

 
 

 

ハ 

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
介
護
者
、
障
害
児
等
が
入
所
す
る
施
設 

 
 

⑨ 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等 
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
事
業
を
い
う
こ
と
。 

 
 

 

イ 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
施
設 

 
 

 

ロ 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
業
（
ニ
に
掲
げ
る
施
設
に
お

い
て
行
わ
れ
る
事
業
を
除
く
。
） 

 
 

 

ハ 

児
童
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
（
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
に
該
当
す
る

も
の
及
び
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 



 

  
 

四 

 
 

 

ニ 

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設（
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 
ホ 

幼
稚
園
と
類
似
の
機
能
を
有
す
る
施
設
で
あ
っ
て
学
校
教
育
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の

認
可
を
受
け
て
い
な
い
も
の 

 
 

 

ヘ 

そ
の
他
子
ど
も
等
に
保
育
、
教
育
等
を
行
う
施
設
及
び
事
業
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
及
び
事
業 

 
 

⑩ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
医
療
従
事
者
等 

三
の
１
の
医
療
従
事
者
等
、
四
の
１
の
医
療
従
事
者
そ
の
他

の
者
、
五
の
１
の
者
、
六
の
１
の
薬
剤
師
、
七
の
１
の
職
員
及
び
八
の
１
の
業
務
従
事
者
を
い
う
こ
と
。 

三 

医
療
従
事
者
等
に
対
す
る
慰
労
金
の
支
給 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

 

１ 

国
は
、
対
象
期
間
に
、
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
患
者
等
と
接
す
る
業
務
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
に
十

日
以
上
従
事
し
た
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
そ
の
他
の
者
（
令
和
二
年
七
月
一
日
以
後
に
当
該
業
務
に
従
事
し
て

い
な
い
者
を
除
く
。
２
及
び
五
の
１
に
お
い
て
「
医
療
従
事
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、

慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と
。 

 

２ 

１
の
慰
労
金
の
額
は
、
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
医
療
従
事
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
①
か
ら
③
ま
で
に
定
め
る
額
と
す

る
こ
と
。 



  
 

五 

 
 

① 

令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

診
療
等
が
行
わ
れ
た
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
当
該
診
療
等
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
１
の
業

務
に
従
事
し
た
医
療
従
事
者
等 

二
十
万
円 

 
 

② 

特
定
医
療
機
関
等
に
お
け
る
医
療
従
事
者
等
の
う
ち
、
①
に
掲
げ
る
医
療
従
事
者
等
以
外
の
者 

十
万
円 

 
 

③ 

一
般
医
療
機
関
等
に
お
け
る
医
療
従
事
者
等
の
う
ち
、
①
に
掲
げ
る
医
療
従
事
者
等
以
外
の
者 

五
万
円 

四 

医
療
機
関
等
以
外
の
場
所
に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
慰

労
金
の
支
給 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

 

１ 

国
は
、対
象
期
間
に
、都
道
府
県
知
事
又
は
保
健
所
を
設
置
す
る
市
若
し
く
は
特
別
区
の
長
か
ら
の
委
託
等
に
基
づ
き
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
が
滞
在
す
る
医
療
機
関
等
以
外
の
施
設
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患

者
の
居
宅
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
と
接
す
る
業
務
と
し
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
に
十
日
以
上
従
事
し
た
医
師
、
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
そ
の
他
の
者
（
令
和
二
年
七
月

一
日
以
後
に
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
慰
労
金
を
支
給
す
る

こ
と
。 



 

  
 

六 

 
２ 

１
の
慰
労
金
の
額
は
、
二
十
万
円
と
す
る
こ
と
。 

五 
医
療
の
提
供
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務
の
従
事
者
に
対
す
る
慰
労
金
の
支
給 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

 

１ 

国
は
、
対
象
期
間
に
、
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
卸
売
販
売
に
係
る
業
務
そ
の
他
の
医
療
の

提
供
に
密
接
に
関
連
す
る
業
務
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
に
十
日
以
上
従
事
し
た
者
（
医
療
従
事
者
等
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と
。 

 

２ 

１
の
慰
労
金
の
額
は
、
五
万
円
と
す
る
こ
と
。 

六 

保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
対
す
る
慰
労
金
の
支
給 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

 

１ 

国
は
、
対
象
期
間
に
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
者
と
接
す
る
業
務
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
業
務
に
十
日
以
上
従
事
し
た
保
険
薬
局
の
薬
剤
師
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と
。 

 

２ 

１
の
慰
労
金
の
額
は
、
五
万
円
と
す
る
こ
と
。 

七 

介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
職
員
に
対
す
る
慰
労
金
の
支
給 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 

 

１ 

国
は
、
対
象
期
間
に
、
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
者
（
２
の
①
及
び
②
に
お
い

て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
と
接
す
る
業
務
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
に
十
日
以
上
従
事
し
た
介
護
・
障
害



  
 

七 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
職
員
（
令
和
二
年
七
月
一
日
以
後
に
当
該
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
者
を
除
く
。
２
に
お
い

て
単
に
「
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と
。 

 

２ 

１
の
慰
労
金
の
額
は
、
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
①
か
ら
③
ま
で
に
定
め
る
額
と
す
る
こ
と
。 

 
 

① 

利
用
者
の
居
宅
等
を
訪
問
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
も
の
（
②
に
お
い
て
「
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
職
員
で
あ
っ
て
、
令
和
二
年
七
月

一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
濃
厚
接
触
者
で
あ
る
利

用
者
に
１
の
業
務
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
も
の 

二
十
万
円 

 
 

② 

令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
濃
厚

接
触
者
で
あ
る
利
用
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
（
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

等
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
症
状
を
呈
し
た
日
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
日
又
は
二
の
③
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
定
の
接
触
が
あ
っ
た
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

１
の
業
務
に
従
事
し
た
職
員 

二
十
万
円 

 
 

③ 

①
及
び
②
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員 

五
万
円 



 

  
 

八 

八 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
業
務
従
事
者
に
対
す
る
慰
労
金
の
支
給 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
条
関
係
） 

 

１ 
国
は
、
対
象
期
間
に
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
で
保
育
、
教
育
等
を
受
け
る
子
ど
も
等
（
２
の
①
及
び
②
に
お

い
て
単
に
「
子
ど
も
等
」
と
い
う
。
）
と
接
す
る
業
務
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
に
十
日
以
上
従
事
し
た
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
施
設
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
（
２
に
お
い
て
「
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求

に
よ
り
、
慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と
。 

 

２ 

１
の
慰
労
金
の
額
は
、
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
従
事
者
の
区
分
に
応
じ
、
①
か
ら
③
ま
で
に
定
め
る
額
と
す
る

こ
と
。 

 
 

① 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
そ
の
他
子
ど
も
等
の
居
宅
等
に
お
い
て
業

務
を
行
う
事
業
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
（
②
に
お
い
て
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の

業
務
従
事
者
で
あ
っ
て
、
対
象
期
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
濃
厚
接
触
者
で
あ
る
子
ど
も
等
に

１
の
業
務
と
し
て
保
育
等
を
行
っ
た
も
の 

二
十
万
円 

 
 

② 

対
象
期
間
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
濃
厚
接
触
者
で
あ
る
子
ど
も
等
が
保
育
、
教
育
等
を
受
け

た
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
等
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
子
ど
も
等
が
新
型
コ
ロ



  
 

九 

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
症
状
を
呈
し
た
日
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
又
は
二
の
③
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
一
定
の
接
触
が
あ
っ
た
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
１
の
業
務
に
従
事
し
た
業
務
従
事
者 

二
十

万
円 

 
 

③ 

①
及
び
②
に
掲
げ
る
業
務
従
事
者
以
外
の
業
務
従
事
者 

五
万
円 

九 

令
和
二
年
度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
等
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
付
金

と
の
調
整 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
九
条
関
係
） 

 
 

慰
労
金
は
、
三
の
１
、
五
の
１
、
六
の
１
、
七
の
１
及
び
八
の
１
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
の
２
の
②
及
び
③
に
掲
げ
る
医
療

従
事
者
等
、
五
の
１
の
者
、
六
の
１
の
薬
剤
師
、
七
の
２
の
③
に
掲
げ
る
職
員
並
び
に
八
の
２
の
③
に
掲
げ
る
業
務
従
事
者

の
う
ち
、
令
和
二
年
度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
等
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る

給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
に
は
、
支
給
し
な
い
こ
と
。 

十 

既
に
支
給
を
受
け
た
慰
労
金
と
の
調
整 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
関
係
） 

 

１ 

慰
労
金
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
医
療
従
事
者
等
が
こ
の
法
律
に
よ
り
既
に
慰
労
金
の
支
給
を
受
け
た

場
合
に
は
、
支
給
し
な
い
こ
と
。 



 

  
 

一
〇 

 
２ 

１
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
に
よ
り
既
に
慰
労
金
の
支
給
を
受
け
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
医
療
従
事

者
等
が
、
既
に
支
給
を
受
け
た
慰
労
金
の
額
よ
り
も
高
い
額
の
慰
労
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
慰
労
金
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
当
該
慰
労
金
の
額
か
ら
既
に
支
給
を
受
け
た
慰
労
金
の
額
を
控
除
し
た
額
の
慰
労
金

を
支
給
す
る
こ
と
。 

十
一 

慰
労
金
の
支
給
手
続
等
に
つ
い
て
の
周
知
等 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
一
条
関
係
） 

 

１ 

国
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
医
療
従
事
者
等
に
対
し
慰
労
金
の
支
給
手
続
の
実
施
等
に
つ
い
て
周
知
す

る
た
め
の
措
置
そ
の
他
慰
労
金
の
請
求
に
関
し
利
便
を
図
る
た
め
の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

２ 

国
は
、
三
の
１
、
四
の
１
、
五
の
１
、
六
の
１
、
七
の
１
又
は
八
の
１
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

慰
労
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

十
二 

不
正
利
得
の
徴
収
等 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
関
係
） 

 
 

不
正
利
得
の
徴
収
等
、
譲
渡
等
の
禁
止
及
び
公
課
の
禁
止
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

十
三 

主
務
大
臣
等 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
五
条
関
係
） 

 

１ 

こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
又
は
厚
生
労



  
 

一
一 

働
大
臣
と
す
る
こ
と
。 

 

２ 
こ
の
法
律
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
主
務
大
臣
の
発
す
る
命
令
と
す
る
こ
と
。 

十
四 

政
令
へ
の
委
任 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
六
条
関
係
） 

 
 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
慰
労
金
の
請
求
及
び
支
給
そ
の
他
こ
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事
項
は
、
政

令
で
定
め
る
こ
と
。 

十
五 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

 
 

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

十
六 

検
討 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

１ 

政
府
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
患
者
等
、
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
等
の
利
用
者
等
と
接
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
で
慰
労
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
慰
労
す
る
た

め
の
給
付
金
の
支
給
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上
及
び
財
政
上
の
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

２ 

政
府
は
、
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
及
び
そ
の
ま
ん
延
の
状
況
を
勘
案
し
、
医
療
従
事
者
等
、
保



 

  
 

一
二 

険
薬
局
の
薬
剤
師
、
介
護
・
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
職
員
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
設
等
の
業
務
従
事
者
等

を
慰
労
す
る
た
め
の
更
な
る
給
付
金
の
支
給
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
法
制
上

及
び
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 


